
   大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、軽費老人ホーム（以下「施設」という。）に入所する者に対するサ

ービスの提供に要する費用（以下「事務費」という。）の減免を行った社会福祉法人に

対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって老人福祉行政の円滑な推進に資す

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 （１）軽費老人ホーム 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の６に規定

する軽費老人ホームをいう。 

 （２）サービスの提供に要する費用 大津市社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年条例第１１号）第１６条第１項第１

号に規定するサービスの提供に要する費用をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 この要綱による軽費老人ホーム事務費補助金（以下「補助金」という。）の交付

を受けることができる者は、大津市内に施設を設置・運営する社会福祉法人とする。 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、社会福祉法人が大津市内に設置する施設の運

営に要する費用のうち、大津市軽費老人ホーム利用料等取扱基準（以下「利用料等取扱

基準」という。）に基づき、徴収すべき事務費の一部を減免した場合における当該減免

した経費とする。 

２ 前項に規定する事務費は、施設を運営するために必要となる職員の俸給、職員諸手当、

非常勤職員給与、退職金、退職共済掛金、法定福利費、福利厚生費、旅費交通費、研修

費、消耗品費、器具什器費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、

会議費、広報費、業務委託費、手数料、損害保険料、賃借料、租税公課、雑費及び利用

者保健衛生費に充当する経費とする。 

３ 補助金の交付額は、予算の範囲内において、施設ごとに事務費実支出額と利用料等取

扱基準に定める事務費の年間合算額とを比較し、いずれか少ない方の額から、利用者か

ら徴収した事務費徴収額の年間総合算額（利用料等取扱基準別表２に定める本人からの

月額徴収額に各月初日現在の入所者数を乗じて算出した額の合計額とする。）を控除し

て得た額（ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。）とする。 

 （交付申請書） 

第５条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第



４条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市軽費老人

ホーム事務費補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の交付申請書は、次に掲げる書類を添付した上、当該年度の５月末日（新たに施

設を開設する場合にあっては、その開設の日から２か月を経過する日）までに提出しな

ければならない。 

  （１）補助金所要額調書 

 （２）補助金所要額内訳書 

 （３）利用料の額を明らかにすることができる当該施設の利用規定等 

 （４）収支予算書 

 （決定通知書） 

第６条 規則第７条第１項の規定による通知は、大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付

決定通知書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 規則第７条第２項の規定による通知は、大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付申請

棄却（却下）決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

 （事情変更による取消通知書等） 

第７条 規則第９条第５項の規定による通知は、大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付

決定取消通知書（様式第４号）又は大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付決定変更通

知書（様式第５号）により行うものとする。 

 （補助事業等の内容の変更等の承認申請書） 

第８条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、

大津市軽費老人ホーム事務費補助事業変更承認申請書（様式第６号）又は大津市軽費老

人ホーム事務費補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第７号）とする。 

 （承認通知書等） 

第９条 規則第１３条第２項の規定による通知は、大津市軽費老人ホーム事務費補助事業

変更承認決定通知書（様式第８号）若しくは大津市軽費老人ホーム事務費補助事業中止

（廃止）承認決定通知書（様式第９号）又は大津市軽費老人ホーム事務費補助事業変更

承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第１０号）若しくは大津市軽費老人ホーム事務

費補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第１１号）により行う

ものとする。 

 （実績報告書） 

第１０条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津

市軽費老人ホーム事務費補助事業実績報告書（様式第１２号）とする。 

２ 前項の実績報告書は、次に掲げる書類を添付した上、当該年度終了後１か月以内に提

出しなければならない。 

 （１）補助金精算書 

 （２）補助金精算内訳書 



 （３）収支決算書 

 （確定通知書） 

第１１条 規則第１５条の規定による通知は、大津市軽費老人ホーム事務費補助金確定通

知書（様式第１３号）により行うものとする。 

 （交付請求書） 

第１２条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付請求書（様式第１４号）とする。 

 （一括又は分割による交付請求書） 

第１３条 規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定により市長に提出しな

ければならない交付請求書は、大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付請求書（様式第

１５号）とする。 

２ 市長は、規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定による請求があった

ときは、分割して概算払により補助金を交付するものとする。 

 （取消通知書） 

第１４条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市軽費老人ホーム事務費補助金

交付決定取消通知書（様式１６号）により行うものとする。 

 （返還通知書） 

第１５条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市軽費老人ホーム事務費

補助金返還通知書（様式第１７号）により行うものとする。 

 （帳簿の備付け） 

第１６条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後５年間、当該補助事業に係る

収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなけれ

ばならない。 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

   附 則 

１  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、滋賀県が実施する軽費老人ホーム（ケアハウス）事務費補助金の交付措

置が終了するに至ったときは、廃止するものとする。 

附 則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使



用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所  

   団体名 

代表者名            

 

大津市補助金等交付規則第４条第１項の規定により、大津市軽費老人ホーム事務費補助金の交

付について次のとおり申請します。 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

補助事業の目的及び内容 

 

 

補助事業の経費所要額 

 

                     円 

交 付 申 請 金 額 

 

                     円 

補助事業の着手予定年月日

及び完了予定年月 日 

 

 着 手       年    月    日 

 完 了       年    月    日 

添 付 書 類 

 

１   年度 補助金所要額調書 

２   年度 補助金所要額内訳書 

３   年度 施設の利用規定等 

４   年度 収支予算書 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付決定通知書 

 

 大    第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

年 月 日付けで申請のあった大津市軽費老人ホーム事務費補助金の交付について、次のとお

り決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通知します。 

補 助 年 度 

 

                    年度 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

補助事業の目的及び内容 

 

交付申請書記載のとおり 

交 付 決 定 金 額 

 

                     円 

交 付 条 件 

１ 大津市補助金等交付規則及び大津市軽費老人ホーム事務費

補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

２ 施設の運営に当たっては「大津市社会福祉法に基づく軽費

老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」に示

されるところに従わなければならない。 

３ 精算の結果余剰が生じたときは、これを返還すること。 

４ この補助金は、申請による使途以外の用途に使用してはな

らない。 

５ この補助金に対する実績報告書を 年 月 日（ ）まで

に必ず提出すること。 

６ この補助金の使途等については、大津市監査委員の監査を

受けることがある。 

７ 前各項に違反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を

命ずることがある。 

８ 概算払における補助金の交付時期は次のとおりとする。 

  １回目    年  月        円 

２回目    年  月        円 

３回目    年  月        円 

４回目    年  月        円 

５回目    年  月        円 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付申請棄却（却下）決定通知書 

 

 大    第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年 月 日付けで申請のあった大津市軽費老人ホーム事務費補助金について、次のとおり交付

しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第７条第２項の規定により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

補助事業の目的及び内容 

 

 

交付申請書記載のとおり 

 

 

交 付 申 請 金 額 

 

 

                     円 

 

 

 

 

 

交 付 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付決定取消通知書 

 

 大    第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

年  月  日付け 大  第  号で交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事務費補助

金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定

により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

交 付 決 定 金 額 

 

 

                     円 

 

取 消 金 額 

 

 

                     円 

 

取消後の交付決定金額 

 

 

                     円 

 

 

 

 

取 消 し を し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第７条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付決定変更通知書 

 

 大   第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

年  月  日付け 大  第  号で交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事務費補助

金について、次のとおり交付決定を変更したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定に

より通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

交 付 決 定 金 額 

 

 

                     円 

 

 

決定内容又はこれに付した

条件を変更する内容 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

変 更 を し た 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助事業変更承認申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所  

   団体名 

代表者名          

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付決定のあった大津市軽費老人ホーム事

務費補助事業の変更の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により次の

とおり申請します。 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

補助事業の変更の内容 

 

 

 

 

 

 

変 更 す る 理 由 

 

 

 

 

 

 

変 更 の 年 月 日 

 

 

       年    月    日                 

 

 

 

添 付 書 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第８条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助事業中止（廃止）承認申請書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所  

   団体名             

代表者名             

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付決定のあった大津市軽費老人ホーム事

務費補助事業の中止（廃止）の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定に

より次のとおり申請します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

 

中止（廃止）する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中止（廃止）の年月日 

 

 

       年    月    日                 

 

 

 

添 付 書 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第９条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助事業変更承認決定通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事

務費補助事業の変更について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項

の規定により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 し た 承 認 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承 認 年 月 日 

 

 

       年    月    日                 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第９条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助事業中止（廃止）承認決定通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事

務費補助事業の中止（廃止）について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３

条第２項の規定により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

中止（廃止）の承認年月日 

 

 

       年    月    日                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第９条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事

務費補助事業の変更について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金等交付規

則第１３条第２項の規定により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

補助事業の変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承 認 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 



様式第１１号（第９条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事

務費補助事業の中止（廃止）について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金

等交付規則第１３条第２項の規定により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

 

 

承 認 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号（第１０条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助事業実績報告書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

補助事業者 住所  

   団体名             

代表者名            

 

年  月  日付け大  第  号で補助金の交付の決定のあった大津市軽費老人ホーム

事務費補助事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり報告

します。 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

補 助事業の 着手年 月日

及 び 完 了 年 月 日 

 

 

 着 手       年    月    日 

 完 了       年    月    日 

 

 

交 付 決 定 金 額 

 

 

                     円 

 

補助金の既交付金 額 

 

 

                     円 

 

補助事業の経費清算額 

（補助対象金額） 

 

 

                     円 

 

 

添 付 書 類 

 

 

 

１   年度 補助金精算書 

２   年度 補助金精算内訳書 

３   年度 収支決算書 

 



様式第１３号（第１１条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金確定通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事

務費補助事業について、次のとおり大津市軽費老人ホーム事務費補助金の額を確定したので、大

津市補助金等交付規則第１５条の規定により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

交 付 決 定 金 額 

 

円 

 

 

補助事業の経費精算額 

（補助対象金額） 

 

 

円 

 

 

交 付 確 定 金 額 

 

 

円 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１４号（第１２条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所  

   団体名  

   代表者名          ㊞ 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の確定のあった大津市軽費老人ホーム

事務費補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第１項の規定により次のとおり請求し

ます。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

交 付 確 定 金 額 

 

円 

 

 

交 付 請 求 金 額 

 

円 

 

 

振

込

先 

 
 
 
 
 

金

融

機

関 

 

金 融 機 関 名 

 

 

      銀行・信用金庫・農協       支店 

 

口 座 番 号 

 

 

    普通 ・ 当座 

 

口 座 名 義 

 

 

 

 

添 付 書 類 

 

 

 

 

                

 



様式第１５号（第１３条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 住所  

   団体名 

代表者名         ㊞ 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の決定のあった大津市軽費老人ホーム

事務費補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第２項の規定により次のとおり事前交

付請求します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

交 付 決 定 金 額 

 

円 

 

 

補 助 金 を 事 前 交 付 

請 求 す る 理 由 

 

 

 

 

補助金の既交付金 額 

 

円 

 

 

交 付 請 求 金 額 

 

円 

 

 

振

込

先 

 
 

 

金

融

機

関 

 

金 融 機 関 名 

 

 

      銀行・信用金庫・農協       支店 

 

口 座 番 号 

 

 

    普通 ・ 当座 

 

口 座 名 義 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 

 

 

 

 

 

        

         



様式第１６号（第１４条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金交付決定取消通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事

務費補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第１９条第

４項の規定により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

                    年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

交付決定（確定）金額 

 

 

 

 

取 消 金 額 

 

円 

 

 

取 消 後 の 交 付 決 定 

（ 確 定 ） 金 額 

 

 

円 

 

 

 

 

取 消 し を し た 理 由 

 

 

 

 

 

                

 

 



様式第１７号（第１５条関係） 

 

大津市軽費老人ホーム事務費補助金返還通知書 

 

 大     第   号 

年   月   日 

 

様 

  

大津市長            印 

 

年  月  日付け大   第  号で補助金の交付の決定をした大津市軽費老人ホーム事

務費補助金について、大津市補助金等交付規則第２０条第 1 項の規定により次のとおり返還を請

求します。 

 

返 還 金 

 

                            円 

 

 

返 還 理 由 

 

 

 

 

 

返 還 期 限 

 

       年    月    日まで 

 

 

補 助 年 度 

 

年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

交 付 決 定 金 額 

 

 

                          円 

 

補助金の既交付金 額 

及 び 交 付 年 月 日 

 

 

円 

       年    月     日 

 

交 付 確 定 金 額 

 

 

円 

                

（注）別添納付書により振り込んでください。なお、大津市補助金等交付規則第１９条第１項の

規定により交付の決定を取り消された場合において、返還期限までに納付されないときは、延滞

金を納付しなければなりません。 


